[bookmark: _Hlk200295034]　　鳥栖市がんばる子どもたちへの激励金交付要綱

（趣旨）
第１条　市長は、子どもたちのスポーツ活動及び文化芸術活動を奨励するため、全国規模の大会、コンクール、舞台、研究発表会等に出場し、又は出席し、及び優秀な成績を収めた子どもに対し、予算の範囲内において激励金を交付することとし、その激励金については、この要綱に定めるところによる。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[bookmark: _Hlk193877300]　⑴　全国大会等　国若しくは地方公共団体が主催する全国規模の大会（国際大会を含む。）、公益財団法人日本スポーツ協会（当該協会の加盟団体、下部組織及び関連団体を含む。）が主催し、又はスポーツ庁が名義後援をするスポーツの全国規模の大会（国際大会を含む。）又は社団法人、財団法人、新聞社等が主催する文化芸術の全国規模の大会、コンクール、舞台、研究発表会等をいう。
　⑵　スポーツ激励金　スポーツの全国大会等に出場し、又は全国大会等において優勝した者に交付する激励金をいう。
　⑶　文化芸術激励金　文化芸術の全国大会等に出場又は全国大会等において賞を受賞し表彰式に出席する者に交付する激励金をいう。
　（交付対象者）
第３条　激励金の交付の対象となる者は、本市に住所を有する１８歳以下の小中高生等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　予選会等で出場権を得て全国大会等に出場する大会要項等に定められた者
　⑵　予選又は学校等の選考若しくは推薦を経て全国大会等に出品した作品等が当該全国大会等において賞を受賞し表彰式に出席する者。
　⑶　その他市長が特に認めた者
（激励金の額）
第４条　激励金の額は次のとおりとする。
	区分
	金額

	スポーツ激励金
	全国大会等出場
	５，０００円

	
	全国大会等優勝
	１０，０００円

	文化芸術激励金
	５，０００円


　（激励金の交付の制限）
第５条　激励金は、同一年度において同一対象者につき、前条に規定する区分ごとに、それぞれ１回限り交付できるものとする。
　⑴　スポーツ激励金　全国大会等出場
　⑵　スポーツ激励金　全国大会等優勝
　⑶　文化芸術激励金
２　前項の規定にかかわらず、本市から当該全国大会等の出場等に関し、前条に規定するものと同じ区分での補助金、奨励金等の交付を受けた場合は、激励金の交付を受けることはできないものとする。
　（激励金の交付申請）
第６条　本人又は保護者等は、激励金の交付を受けようとするときは、市長にがんばる子どもたちへの激励金交付申請書（様式第１号）を提出しなければならない。
（激励金の交付決定）
第７条　市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、激励金の交付を決定するものとする。
　（結果報告）
第８条　激励金の交付を受けた者は、全国大会等の終了後に結果を報告しなければならない。
　（激励金の返還）
第９条　市長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その返還を命ずることができる。
　⑴　激励金の交付に係る全国大会等への出場又は全国大会等における賞の受賞が取り消されたとき。
　⑵　偽りその他不正の手段により激励金の交付を受けたとき。
　（補則）
第１０条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
　　附　則
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

様式第１号
　　年　　月　　日　

鳥栖市がんばる子どもたちへの激励金交付申請書


　鳥栖市長　　　　　　　様

申請者　住　所
(団体名)
氏　名
連絡先

　鳥栖市がんばる子どもたちへの激励金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり関係書類を添え申請します。
	区分
	□スポーツ激励金（□全国大会等出場　□全国大会等優勝）
□文化芸術激励金

	大会等名称
	

	大会等の期間
	　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

	大会等会場
	　
	　

	申請人数・金額
	　　　　　　　　　　人　　　　　　　　　　　　　円

	出場者等氏名
	

	特記事項
	



記
添付書類
⑴　全国大会等開催要項
⑵　出場資格又は受賞を証するもの
⑶　出場者等名簿（団体の場合）
⑷　優勝を証するもの（全国大会等優勝区分での申請の場合）
※　全国大会等出場の場合、大会等終了後、結果を報告してください。
